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【手続補正書】
【提出日】令和2年6月12日(2020.6.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　可変表示を行い、遊技者にとって有利な第１有利状態と該第１有利状態よりも有利な第
２有利状態を含む複数の有利状態に制御可能な遊技機であって、
　前記有利状態の終了から所定回数の可変表示が実行されるまでの第１期間と、前記所定
回数の可変表示が実行された後の第２期間と、を少なくとも含む期間において、可変表示
が実行される頻度が通常状態よりも高い特別状態に制御可能な遊技状態制御手段と、
　可変表示を実行するときに、第１可変表示期間と該第１可変表示期間よりも長い期間で
ある第２可変表示期間とを含む複数の異なる可変表示期間のうちから１の可変表示期間を
決定する可変表示期間決定手段と、
　少なくとも前記第２有利状態に制御されることを報知する報知演出を、可変表示中の第
１タイミングと該第１タイミングよりも後の第２タイミングを含む複数の異なるタイミン
グにおいて実行可能な報知演出実行手段と、
　を備え、
　前記報知演出実行手段は、前記第２有利状態に制御されることに基づいて実行される可
変表示が、前記第１期間において実行されるときは前記第２期間において実行されている
ときよりも高い割合にて前記第１タイミングにおいて前記報知演出を実行可能であるとと
もに、前記第２有利状態に制御されることに基づいて実行される可変表示が、前記第２期
間において実行されるときは前記第１期間において実行されているときよりも高い割合に
て前記第２タイミングにおいて前記報知演出を実行可能であり、
　前記可変表示期間決定手段は、前記第２有利状態に制御されることに基づいて実行され
る可変表示が、前記第１期間において実行されるときは前記第２期間において実行されて
いるときよりも高い割合にて前記第２可変表示期間を決定可能であるとともに、前記第２
有利状態に制御されることに基づいて実行される可変表示が、前記第２期間において実行
されるときは前記第１期間において実行されているときよりも高い割合にて前記第１可変
表示期間を決定可能であり、
　前記報知演出実行手段は、前記第１期間において前記第２可変表示期間の可変表示が実
行されるときは、前記第２期間において実行されない特別報知演出を実行可能である
　ことを特徴とする遊技機。
【手続補正２】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　手段Ａに記載の遊技機は、
　可変表示を行い、遊技者にとって有利な第１有利状態と該第１有利状態よりも有利な第
２有利状態を含む複数の有利状態に制御可能な遊技機であって、
　前記有利状態の終了から所定回数の可変表示が実行されるまでの第１期間と、前記所定
回数の可変表示が実行された後の第２期間と、を少なくとも含む期間において、可変表示
が実行される頻度が通常状態よりも高い特別状態に制御可能な遊技状態制御手段と、
　可変表示を実行するときに、第１可変表示期間と該第１可変表示期間よりも長い期間で
ある第２可変表示期間とを含む複数の異なる可変表示期間のうちから１の可変表示期間を
決定する可変表示期間決定手段と、
　少なくとも前記第２有利状態に制御されることを報知する報知演出を、可変表示中の第
１タイミングと該第１タイミングよりも後の第２タイミングを含む複数の異なるタイミン
グにおいて実行可能な報知演出実行手段と、
　を備え、
　前記報知演出実行手段は、前記第２有利状態に制御されることに基づいて実行される可
変表示が、前記第１期間において実行されるときは前記第２期間において実行されている
ときよりも高い割合にて前記第１タイミングにおいて前記報知演出を実行可能であるとと
もに、前記第２有利状態に制御されることに基づいて実行される可変表示が、前記第２期
間において実行されるときは前記第１期間において実行されているときよりも高い割合に
て前記第２タイミングにおいて前記報知演出を実行可能であり、
　前記可変表示期間決定手段は、前記第２有利状態に制御されることに基づいて実行され
る可変表示が、前記第１期間において実行されるときは前記第２期間において実行されて
いるときよりも高い割合にて前記第２可変表示期間を決定可能であるとともに、前記第２
有利状態に制御されることに基づいて実行される可変表示が、前記第２期間において実行
されるときは前記第１期間において実行されているときよりも高い割合にて前記第１可変
表示期間を決定可能であり、
　前記報知演出実行手段は、前記第１期間において前記第２可変表示期間の可変表示が実
行されるときは、前記第２期間において実行されない特別報知演出を実行可能である
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、有利状態が短期間に連続して発生してしまうことを防ぎつつ、可変
表示期間が長くなることによる不満感の増大や間延びを防ぐことができる。
　手段１に記載の遊技機は、
　可変表示を行い、遊技者にとって有利な第１有利状態（例えば、大当りＡの大当り遊技
状態）と該第１有利状態よりも有利な第２有利状態（例えば、大当りＢの大当り遊技状態
）を含む複数の有利状態に制御可能な遊技機（例えば、パチンコ遊技機１）であって、
　前記有利状態の終了から所定回数の可変表示が実行されるまでの第１期間（例えば、５
０回の可変表示が実行されるまでの期間）と、前記所定回数の可変表示が実行された後の
第２期間（例えば、５１～１００回目または５１～１５０回目の可変表示が実行される期
間）とを少なくとも含む期間において、可変表示が実行される頻度が通常状態よりも高い
特別状態（例えば、高確高ベース状態）に制御可能な遊技状態制御手段（例えば、ＣＰＵ
１０３が特別図柄プロセス処理を実行する部分）と、
　可変表示を実行するときに、第１可変表示期間（例えば、図８－６に示すスーパーリー
チαやスーパーリーチβの変動パターンの特図変動時間である４３秒や５３秒）と該第１
可変表示期間よりも長い期間である第２可変表示期間（例えば、図８－６に示すスーパー
リーチγの変動パターンの特図変動時間である１８０秒）とを含む複数の異なる可変表示
期間のうちから１の可変表示期間を決定する可変表示期間決定手段（例えば、ＣＰＵ１０
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３が図８－１７に示す変動パターン設定処理を実行する部分）と、
　少なくとも前記第２有利状態に制御されることを報知する報知演出（例えば、図８－３
７に示すように、大当り確定報知演出の一部として、虹色のエフェクト画像示１７９ＳＧ
００５Ｋの表示を伴って可動体１７９ＳＧ３００を動作させる部分）を、可変表示中の第
１タイミング（例えば、図８－３７（Ｂ）に示すように、可変表示を開始してからリーチ
となるまでの２０秒間中のタイミング）と該第１タイミングよりも後の第２タイミング（
例えば、図８－３７（Ａ）に示すように、可変表示中のリーチとなってから可変表示が終
了するまでの２３秒間または３３秒間中のタイミング）を含む複数の異なるタイミングに
おいて実行可能な報知演出実行手段（例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０が可変表示中演出
処理を実行する部分）と、
　を備え、
　前記報知演出実行手段は、前記第２有利状態に制御されることに基づいて実行される可
変表示が、前記第１期間において実行されるときには前記第２期間において実行されてい
るときよりも高い割合にて前記第１タイミングにおいて前記報知演出を実行可能であると
ともに、前記第２有利状態に制御されることに基づいて実行される可変表示が、前記第２
期間において実行されるときには前記第１期間において実行されているときよりも高い割
合にて前記第２タイミングにおいて前記報知演出を実行可能であり（例えば、図８－３７
（Ｃ）に示すように、高ベース状態において１～５０回目の可変表示において可変表示結
果が大当りＢとなる場合には、必ず第１タイミングから可動体１７９ＳＧ３００が動作す
る一方で、高ベース状態において５１回目以降の可変表示において可変表示結果が大当り
Ｂとなる場合には、必ず第２タイミングから可動体１７９ＳＧ３００が動作する部分）、
　前記可変表示期間決定手段は、前記第２有利状態に制御されることに基づいて実行され
る可変表示が、前記第１期間において実行されるときには前記第２期間において実行され
ているときよりも高い割合にて前記第２可変表示期間を決定可能であるとともに、前記第
２有利状態に制御されることに基づいて実行される可変表示が、前記第２期間において実
行されるときには前記第１期間において実行されているときよりも高い割合にて前記第１
可変表示期間を決定可能である（例えば、図８－１０及び図８－１７に示すように、高ベ
ース状態の１～５０回目の可変表示において可変表示結果が大当りＢとなる場合は、大当
り用変動パターン判定テーブルＢを選択することで必ず変動パターンをスーパーリーチγ
の変動パターンに決定し、高ベース状態の５１回目以降の可変表示において可変表示結果
が大当りＢとなる場合は、大当り用変動パターン判定テーブルＡを選択することで必ず変
動パターンをノーマルリーチ、スーパーリーチα、スーパーリーチβのいずれかの変動パ
ターンに決定する部分）
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、有利状態が短期間に連続して発生してしまうことを防ぎつつ、可変
表示期間が長くなることによる不満感の増大や間延びを防ぐことができる。
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